
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  生命保険料控除                      

Ｑ：契約者が妻になっている生命保険の保

険料を私が負担していますが、生命保険料控

除は誰に適用ができるのですか？                              

                                              

Ａ：保険料を負担している人に適用があり

ます。 

【解説】 

生命保険料控除の対象となる生命保険料は、

契約者本人が払い込んでいる保険料又は掛金

はもちろん、それ以外に本人以外の人が契約

者となっている保険の保険料又は掛金を本人

が負担しているときのその保険料、掛金も対

象になります。 

したがって、お尋ねのように契約者が妻に

なっている生命保険契約等であっても、ご主

人がその保険料又は掛金を負担しているとい

うような場合は、その保険料又は掛金はご主

人の生命保険料控除の対象となります。 

ただし、この場合にはその生命保険契約等

の受取人が本人又はその配偶者その他の親族

(個人年金保険契約等の場合は本人又はその

配偶者)でなければならないことになってい

ますので、注意してください。 

ちなみに、生命保険料控除は、①新生命保

険料を支払った場合、②旧生命保険料を支払

った場合、③新生命保険料と旧生命保険料を

支払った場合で控除額の計算方法が違うこと

になっていますが、有利なものを選択すれば

いいことになっていますので、新生命保険料

と旧生命保険料の支払がある場合には、よく

検討しましょう。 
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